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2011．８．５ 埼玉県学童保育連絡協議会事務局ニュース11-NO.３
〒 330-0854 さいたま市大宮区桜木町４－１００５

℡048-644-1571 FAX 048-644-1572

http://www.geocities.jp/saitama gakudou/ Ｅメール gakudoust@yahoo.co.jp＿

【郵便振替】00160-7-93727 埼玉県学童保育連絡協議会

①９月10（土 ・11日（日）の へご参加を！） 合宿研

②10月22・23日の へ多数ご参加を！全国研・石川集会
※ 県連協から助成金（参加費・旅費・宿泊費の２割、8,000円程度）も出ます

■ 県 連 協 か ら の 報 告 (^_^)v

１，東日本大震災関連の動き・とりくみ

（ ） 。 。１ 東北3県で少なくも50ヶ所が使用できず 福島県では放射能の影響で外出できず

全国学童保育連絡協議会（全国連協）の調査によると、地震・津波の影響で使用できなくなったク

ラブは、岩手県沿岸部で10ヶ所、宮城県沿岸部で35ヶ所、福島県のいわき市（同県沿岸部は把握で

きず）では5ヶ所。福島県は原発事故の影響もあります。宮城県では保育中の２人の子どもと１人の

指導員が亡くなり、岩手県と宮城県で、休所中の子どもが津波の被害で亡くなっています。

開所している学童保育においても、①施設が被災して使用できないため、他の施設や個人宅を間借

り。そのため、広さや設備が不充分 ②校庭が仮設住宅となっていたり、施設が避難所の隣にあった

り、放射能の影響で外出できず外あそびができない ③ハエが大量に発生しており、退治・衛生面の

対応に追われている。窓が開けられない ④学校のプール等が使用できない 等の問題に当面してい

※詳しくは９月号の『日本の学童ほいく』誌参照ます。

（２）引き続き、義援金等の支援のとりくみにご協力を

全国連協では、①被災地の情報を集めて広報する ②被災地の学童保育を訪問して実態を把握する

③開設が困難な学童保育を財政支援するように国へ要望する ④全国の学童保育関係者に義援金そ

の他の支援を呼びかける 等のとりくみを行っています。義援金は、７月27日時点で埼玉から31件

2,055,637円（全国総額322件19,106,835円）が届けられています。引き続き、ご支援下さい。

○ 東日本大震災 学童保育義援金の振込先 ○

三菱東京UFJ銀行 本郷支店 普通預金 0012273銀行コード：0005 店番：351

全国学童保育連絡協議会 代表 木田保男
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２，国の動き

（＊）子ども・子育て新システムに関する動き

７月27日「第３回子ども・子育て新システム検討会議」にて「子ども・子育て新システムに関する

中間とりまとめ（案 」が了承され、続いて政府「少子化社会対策会議 （会長・首相）にて了承され） 」

ました。政府は、来年1月からの通常国会に関係法案を提案するとしています。

学童保育（放課後児童クラブ）については以下のように記載しています。

３ 放課後児童クラブ

○小学校４年生以上も対象となることを明記し、４年生以上のニーズも踏まえた基盤整備を行う。

○放課後児童クラブについては、市町村が地域のニーズ調査等に基づき実施する旨を法定する。市

町村は、市町村新システム事業計画（仮称）で需要の見込み、見込量の確保策を記載し、提供体制

を計画的に確保する。

○質を確保する観点から、人員配置、施設、開所日数・時間などについて、国は一律の基準を設定

する。 ○その際、国の基準と地方公共団体の裁量の範囲については、今後、更に検討する（基準

の客観性は担保 。）

○利用手続きは市町村が定める。ただし、確実な利用を確保するため、市町村は、利用状況を随時

把握し（事業者は市町村に状況報告 、利用についてのあっせん、調整を行うことを検討する。）

保育所の制度については、①市町村の保育実施義務をなくし、保護者と事業所との直接契約にして

いく ②指定事業所であれば民間企業等でも参入できる等、重大な変更となるしくみです。

３，埼玉県の動き

（１）平成23年度版「埼玉県放課後児童健全育成事業補助金交付要綱」が送付されまし

た。市町村に知らせて改善をはたらきかけましょう！

県少子政策課から市町村へ今年度の「交付要綱」が７月12日付けで送付されました 。（※別添ｼﾛ）

国庫補助額が改訂されていますが。その内容や改訂額等については、市町村児童福祉主管課長会議

（３月23日）や平成23年度児童健全育成担当者説明会（４月28日）等の場で、すでに県から市町村

へ示されています。この度 「交付要綱」として正式に伝えられましたので、委託料や補助金などの改、

訂を行っていない地域では、これを活用してはたらきかけましょう。

（２）施設整備関係費費、熱中症対策事業費などが内示・交付されました

７月末までに、2011年度予算の中の独立施設を整備するための施設整備費関係予算が内示されま

した 同時に 国の 安心こども基金 等を活用して 空き教室等を改修して学童保育を新設する 放。 、 「 」 、 「

課後児童クラブ設置促進事業費 「熱中症対策事業費」が交付決定されました。」、

内示 18ヶ所 213,145千円■放課後児童クラブ施設整備費

※ 予算 20ヶ所 286,720千円

補助基準額21,504千円／１ヶ所 （国：県：市町村又は社会福祉法人＝1/3：1/3：1/3）

交付決定 16ヶ所 79,608千円■放課後児童クラブ設置促進事業費

※ 予算 30ヶ所 300.000千円

補助基準額10,000千円／１ヶ所 （県（基金）＝10/10）

交付決定 247ヶ所 49,996千円■放課後児童クラブ等熱中症対策事業費
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※ 予算 100ヶ所 50,000千円

補助基準額 500千円／１ヶ所 （県（基金）＝10/10）

３，県連協のとりくみ

（▲別冊ﾚﾓﾝ）（１）市町村へ「学童保育実態調査概要」を送付しました ８月５日

県連協は毎年５月１日付けで、市町村に対して学童保育数・児童数・運営形態・開設場所等につい

て調査していますが、その結果概要を８月５日、市町村へお送りしました。

（２）7月16日の第１回県連協代表委員会にて「2012年全国研・埼玉開催」実行委員

会をスタートさせることを確認しました

県連協からお知らせ・お願い (^O^)

１ 「放課後いきいき応援隊」 ”へのご協力のお願い． 夏休みご近所作戦

、 。 、応援隊事務局としては 夏休み中に一つでも多くのマッチングを進めたいと考えています そこで

夏休みのとりくみや行事（例:キャンプやプール）にお手伝いに来てくれるおじいちゃん・おばあちゃ

ん、元指導員、ご近所のシニアなどの方々に、応援隊の登録をお願いしたいのです。

に記載の上、事務局までFAXないしメー本ニュース４ページの「放課後いきいき応援隊 登録書」

ルにて、８月16日までにお送り下さい。

２． へご出席を！第２回県連協代表委員会

□日時 ９月10日（土）18:30～

□場所 埼玉県県民活動総合センター 第３会議室

【交流・議題】 ①市町村の動き・地域連協等のとりくみの交流

②2012年度県予算等についての要望書の討議とと今後のとりくみ

③2012年全国研・埼玉開催に向けて実行委員会成功のために ④他

３． へ多数ご参加を！第27回県学童保育合宿研究会

□日時 ９月10日（土）13:00～ 11日（日）10:00～

□場所 埼玉県県民活動総合センター 第２会議室

「東日本大震災から６ヶ月、私たちが考えるべき今回のテーマは、

。１日目は全こと～安心・安全の学童保育づくりを進めるために～」

体会、２日目は４つのテーマで分科会を予定しています。

４ にもとづく を受け付けます．『日本の学童ほいく』誌特別還元金 助成の申請

『日本の学童ほいく』誌の特別還元金をもとに県連協として助成制度を設けています。①大規模改

「申請の善設備・備品助成 ②全国研参加応援助成（一般参加者、世話人・レポーター）があります。

を添付しました 。申請書類が必要なクラブは事務局までご連絡下さい。手引き」 （※Ａ３版１枚）

県連協から来年は全国研・埼玉開催で５. へご参加を！全国研・石川集会（10月22～23日）

す。参加費助成金（参加費・交通費・宿泊費実費の２割、約8,000円程度）が出ます。
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放課後いきいき応援隊事務局 FAX 048-644-1572提出先
e-mail gakudoust@yahoo.co.jp

※ ８月16日までにお送り下さい。

「放課後いきいき応援隊」登録書

担当者学童保育名
住 所 〒（ ）

電話番号

活動予定日

活動内容

：キャンプの引率、プール等のお出かけの引率、昼食づくりの手伝い、夏休みの行事の例

手伝い、宿題の見守り、学童保育の掃除・片付け・修理等

※50歳以上。資格は要りません。１名でも、複数でもけっこうです。応援隊への登録者

氏名 年齢 電話番号

住所〒（ ）

氏名 年齢 電話番号

住所〒（ ）

氏名 年齢 電話番号

住所〒（ ）

氏名 年齢 電話番号

住所〒（ ）

氏名 年齢 電話番号

住所〒（ ）


